
201７年７月４日      

一般社団法人 日本自動車車体工業会  

架装物の 
安全点検制度 

1/38 

架装物の安全点検制度説明資料 



2/38 

架装物の安全点検制度 配布冊子 

当会ＨＰ一般ページに7月公開予定 当会ＨＰ会員専用ページに公開中 



3/38 

目次 

１．制度制定の目的 

２．制度対象製品 

３．点検部位・時期・場所 

４．制度運用プロセス 

５．各フェーズでの実施事項 

６．今後の活動の進め方 



4/38 

１．制度制定の目的 

１）お客様への安全・安心の提供 

２）会員の経営支援 

・定期的な点検実施による 
     お客様への安全／安心の提供 

・点検整備事業としてのビジネスの幅の拡大 

・有償点検、有償修理の推進 

Ｐ２７ 

Ｐ１８ 

架装物の安全点検の普及を図る 
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２．制度対象製品 

１）２０１７年度以降の特装部会、トラック部会、 
  バン部会が扱う新規架装・登録車 

２）特装部会で定めた年次検査・点検を運用中の 
  使用過程車（新制度への移行） 

ダンプ車 洗浄車 1台積車輛運搬車 

タンクローリ 汚泥吸排車 ドライバン 

トラックミキサ車 強力吸引作業車 冷凍車 

エア式粉粒体運搬車 路面清掃車 保冷車 

粉粒体運搬車用トラクタ 脱着車 ウイング 

機械式塵芥車 普通型あおりトラック テールゲートリフタ 

衛生車 深あおりトラック ― 

対象製品一覧（２０１７年４月時点） 
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３．点検部位・時期・場所 

・重大事故及び機能低下につながる部位 
・具体的には、各製品の点検表による 

・初度登録より１年ごと 

・製造メーカー（会員） 
・製造メーカー直結サービス会社 
・製造メーカー契約修理会社 
・製造メーカー推奨修理会社 

点検部位 

点検時期 

点検場所 



【Step1】態勢準備・制度届出（会社・製品） 

届出申請 

【Step3】年次点検 

点検制度適用車 

出荷 

点検に入庫 

製造メーカー 

 

 

 

 

製造メーカー等にて点検実施 

車体工業会 
 ・制度登録届出確認 
 ・当会ＨＰへ会社、 製品名公開 
 ・ステッカー販売 

製造メーカー（会員） 
 ・必要ツール準備 
 ・制度登録届出 
 ・ステッカー購入 

【Step2】生産・出荷 

「点検制度適用車」 

JABIAステッカー 

「架装物年次点検済」 

JABIAステッカー 

点検制度適用車 点検制度適用車 
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【Step4】実績報告 

「架装物年次点検済」 

JABIAステッカー 

報告 

車体工業会 
 ・点検実施状況の把握と 
  改善策検討 

製造メーカー 

 

 

 

 

４．制度運用プロセス 
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４．制度運用プロセス 時系列 

２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 

態勢
準備 

制度 
届出 

生産・出荷 

年次点検 

新規架装・登録車の場合 

特装車使用過程車の場合 
２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 

態勢
準備 

制度 
届出 年次点検 

実績 
報告 

実績 
報告 

実績 
報告 

初度登録１年後 

（２０１７年度に届出ができた場合の日程） 
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５．各フェーズでの実施事項 ①態勢準備 

会員ごとに態勢準備 

・点検表 
・点検実施要領書 
・点検整備実施記録簿 

１）点検ツールの準備 

２）点検実施場所の整備 

部会で作成したツールをもとに準備 
あるいは現状各社で使用しているツールでも良い 

お客様に説明する上でも、点検実施場所を 
あらかじめ決めておく 
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５．各フェーズでの実施事項 ②制度届出 

１）制度届出書の提出 

２）ステッカー管理責任者の選定 

３）ステッカーの購入 

ステッカーの管理を厳重に行っていただく
ために、あらかじめ管理責任者を定め、 
購入及び実績報告の任を担う 

Ｐ２９ 

Ｐ３１ 
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５．各フェーズでの実施事項 ③生産・出荷 

 商談  

 出荷  

 生産  

お客様へ 
１）架装物の点検の重要性を説明   

出荷時 
３）「点検制度適用車」JABIA 
  ステッカーを架装物に貼付 

２）点検内容・時間・場所を説明   

法令で日常点検の義務付や点検整備
をしないことで故障や重大な事故が
起きている等を説明 

点検表、取扱説明書等を使用し説明 

Ｐ３５ 
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５．各フェーズでの実施事項 ④年次点検 

１）点検整備を実施   

３）「架装物年次点検済」JABIAステッカー 
  を架装物に貼付 

２）点検実施内容を記録   

部会で作成の点検実施要領書を使用 

点検整備実施記録簿等を使用 

ステッカーのシリアル番号を記録簿に記入し、
記録簿の写しを保管 

＜ポイント＞ 
点検結果を記録簿に記入しお客様に説明、整備必要箇
所があれば整備を勧め、その結果も残す 

Ｐ３６ 
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５．各フェーズでの実施事項 ⑤実績報告 

１）指定の書式にて、「架装物年次点検済」 
  JABIAステッカーの使用実績を報告 

会員会社ごとに年１回（５月）報告 

報告は製品ごとの使用枚数が望ましいが、
会員各社の使用枚数でも良い 

Ｐ３７ 

２）ステッカーシリアル番号で、購入した 
  会員を事務局が把握 
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１．活動の目的 
 従来から活動してきた保守点検の啓発活動に加え、2017年度から
運用する架装物の安全点検制度の推進を図る 

２．活動内容 

２０１６年度活動項目 ２０１７年度活動項目 

経年品質保証に関する仕組みつくり 

 ①制度の具体化、共通ツール整備 

 ②制度告知 

 ③製品別ツールの整備 

点検整備の推進 

 ①新制度の周知、運用状況把握と  
  対応及び定着化 

 

 ②新制度のプレゼンス向上 

 

 ③点検整備の啓発  

保守点検に関しての啓発活動 

 ①ポスター、チラシによる啓発（特装） 

 ②トラック協会での講演（トレーラ） 

・部会活動と連携した継続的な活動とする 
・中央技術委員会傘下に、各部会の点検整備に係る代表者で構成した 
 「点検整備推進分科会」を新たに設置し活動する 
・対象部会：特装、トラック、バン、トレーラ部会＆ＴＧＬ分科会 

６．今後の活動の進め方 

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%95%b4%e5%82%99%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e3%80%80%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88&view=detailv2&&id=B90460F8B01BFC81645F40CF5D76547F67E0368F&selectedIndex=1&ccid=9d8LqTS1&simid=607999136453035782&thid=OIP.Mf5df0ba934b53c247747419e44580dd6o0


制度の整備・充実 

プレゼンス
向上 

周知向上 

● 
● 

● 

● 

ポイント：（制度整備・周知・プレゼンス） 

（0・0・0） 
（50・20・0） 

（80・80・20） 

（100・100・100） 

６．今後の活動の進め方 進む方向（イメージ） 
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趣旨をご理解のうえ、 

本制度へのご協力、ご支援を 

よろしくお願いします 
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本日の説明資料は、当会ＨＰの会員専用

ページ「安全点検制度ガイドライン」に

掲載します 



ＥＮＤ 
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架装物の安全点検に係る法令 １／４ 

道路運送車両法 

第47条 
 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ
整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合する
ように維持しなければならない。 

（自動車使用者は、自動車製作者等が提出する交換部品を
含む点検及び整備に関する技術上の情報等を参考として、
自動車の使用状況、構造・装置に応じた所定の点検及び整
備を行う義務がある） 

第57条2項 
 自動車の定期交換部品は、通常の点検ではその後の安全
性を確保しうる期間を予想しにくい部品等について、その
品目及び標準的な交換時期を明示して、自動車使用者に対
し一定の期間ごとに交換することを推奨する。 

18/38 



架装物の安全点検に係る法令 ２／４ 

貨物自動車運送事業輸送安全規則 

第13条 
 貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法の規定による
もののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に
掲げる事項を遵守しなければならない。 

  

一  事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状
況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、
定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、
必要な整備をすること。 
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架装物の安全点検に係る法令 ３／４ 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用 

事業用自動車の運行の安全の確保のため、車両の管理が必
要であることから、法のほか道路運送車両法（以下、車両
法という）の規定のうち点検整備、整備管理者の選任及び
検査関係に係るもののほか、次の事項を遵守すべきことを
定めたものである。 

（１）自動車の構造・装置や使用状況に応じた点検・整備 

   を行うこと。 

 ①特種車や架装部分の点検・整備 

 ②シビアコンディションの対応（雪道、塩害、悪路走行、 

  走行距離、登降坂路等） 

（２）前項の点検・整備に関する記録を車両法第49条に 

   準じ保存すること。 
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架装物の安全点検に係る法令 ４／４ 

労働安全衛生規則 

第151条の75   

 事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その
日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わな
ければならない。  

一  制動装置及び操縦装置の機能  

二  荷役装置及び油圧装置の機能  

三  車輪の異常の有無  

四  前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能  

 

第151条の76 

 事業者は、前条の点検を行った場合において、異常を認
めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ
ならない。 
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発生日 事故の内容 発生原因 

2016/6/13 走行中、他車両の運
転者から車両後部が
燃えていることを指
摘され、停車したと
ころ、昇降装置付近
から出火した。 

【火災（人的被害な
し）】 

調査の結果、架装された荷役用の昇降装置
付近から焼損している状況であり、当該装
置の油圧動力部のケース上部に切り欠き穴
が設けられており、内部の配線がショート
していた。以上のことから、開けられた穴
から雨水が浸入し、ケース内部が腐食して
配線がショートしたことによるものと推定
する。 

2016/2/15 

 
一般道路を走行中、
荷台から出火した。 

【火災（人的被害無
し）】 

 

調査の結果、荷台床板の下面及びテールラ
ンプ付近から焼損している状況であり、荷
台下の収納箱を支える鉄板が腐食して折れ
曲がっており、収納箱内のベニヤ板が排気
管に接触していた。以上のことから、収納
箱のベニア板が排気管に接触したことによ
り出火したものと推定する。 

貨物自動車の不具合による事故・火災情報 
     （国交省データ 架装物関連を抜粋） １／５ 
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発生日 事故の内容 発生原因 

2014/10/18 一般道路走行中、エ
アサスのウォーニン
グランプが点灯した
ことで異変に気付き、
左右のサイドミラー
で黒煙を確認したた
め停車した。降車し
点検すると車両左後
端のウィング用パ
ワーユニットのハー
ネスや油圧ホース、
及びフレーム内側か
ら出火していた。 

【火災（人的被害な
し）】 

調査の結果、架装側アルミウィングのパ
ワーユニット、ウィング電源ハーネスに焼
損が確認され、その周辺のシャシハーネス
やエアチューブが炙られ焼損していた。ま
た、ウィングパワーユニット内モーターリ
レーに焼損が確認され、リレーを分解する
とショート痕が確認されることから、何ら
かの原因で接点部にショートが発生した為、
電源ハーネスが発熱した。発熱した電源
ハーネスの被覆が焼損し可燃性部品に延焼
したと判断する。モーターリレー内に
ショートが発生した原因は、経年劣化を起
因とする接点不良や破損等と推定するが、
原因の特定には至らなかった。 

貨物自動車の不具合による事故・火災情報 
     （国交省データ 架装物関連を抜粋） ２／５ 
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発生日 事故の内容 発生原因 

2014/5/26 

 
テールゲートリフト
が車両床面で自動停
止せず、そのまま収
納して車椅子が転倒
した。 

【軽傷：２名】 

調査の結果、ソレノイドスイッチの接点が
長期使用により磨耗し、接点不良に至った
ため、テールゲートリフトが車両床面で自
動停止しなかったと推定する 

 

2013/5/16 信号待ちで停車した
際、キャビン左後方
より発煙、出火した。
キャビンを全焼、荷
台の一部を焼損した。 

【火災（人的被害無
し）】 

調査の結果、車両側に出火要因はなかった
ものと判断する。荷台前方・鳥居下部の焼
損状況より、当該部合板が出火元と推定す
る。当該合板が以前から損傷し、穴が開い
ていたとのことから、経年的な排気熱によ
る炭火、若しくは何らかの要因により荷台
から出火したものと推定するが、原因の特
定には至らなかった。 

貨物自動車の不具合による事故・火災情報 
     （国交省データ 架装物関連を抜粋） ３／５ 
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発生日 事故の内容 発生原因 

2013/2/28 

 
架装物のオイルホー
スから漏れた作動油
が排気管にかかり出
火した。排気管の一
部を焼損した。 

【火災（人的被害無
し）】 

調査の結果、火災は車両側に焼損部がなく
排気管に液体の付着が認められた。塵芥架
装用ホースのかしめ部が破損しており、そ
こから飛び散った作動油が排気管に付着し
て発生したものと推定する。 

 

2013/2/28 積荷の排出作業後、
塵芥車荷台作動用の
油圧ホースのカシメ
部から作動油が霧状
に噴霧し、車台の
DPD(排出ガス浄化装

置）に接触し出火し
た。 

【不明】 

油圧ホースの劣化（8年経過）により、油圧

ホースのカシメ部に小さな穴があき、油圧
作動油が噴出したものと推定する。 

 

貨物自動車の不具合による事故・火災情報 
     （国交省データ 架装物関連を抜粋） ４／５ 
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発生日 事故の内容 発生原因 

2012/4/17 乗務員がコンビニエ
ンスストアーの駐車
場にて、トラック荷
台のウイングルーフ
と煽りの間に挟まっ
た。 

【死亡：1名】 

調査の結果、ウィングルーフの保持機能部
位のシリンダのシールゴム(Ｏリング)が摩耗

し、オイル漏れを起こしウイングルーフが
徐々に自然降下してきていることに気づか
ずに作業をしていたため、事故に至ったも
のと推定する。シールゴム（Oリング）磨耗

の原因は、長期間同じ作動油を使用し続け
た事により促進されたものと推定する 

2011/11/9 走行中、車両のホイ
ルベース間に取付の
スペアタイヤが脱落
し、後続車両のフロ
ントバンパーを損傷
させた。 

【物損事故】 

調査の結果、走行中スペアタイヤが何らか
の路上の障害物に干渉したことにより、ス
ペアタイヤキャリアが変形したが、適切な
整備をせずに使用を継続したため、スペア
タイヤキャリアが疲労破壊し、スペアタイ
ヤが脱落したものと推定される。 

貨物自動車の不具合による事故・火災情報 
   （国交省データ 架装物関連を抜粋） ５／５ Ｐ４ 
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 ・時限的特需の終了等により、市場（保有）は580～600万台程度で推移 
 ・使用期間は15～16年が継続  
 ・2003年から2007年の5年間の代替は平均で保有の約2.6％ 
 

  ◇上記を前提に生産台数は現在がピーク（2016年度18万台）で、 
   中期的には15万台/年程度と見込まれる 
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出所：(財)自動車検査登録情報協会 
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制度届出書の提出 

①会員専用ページ 
「安全点検制度ガイドライン」 

②「会員登録届書式」から 
 ダウンロード 
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届出書 

制度届出書の提出 

＜ポイント＞ 
ツールが揃っていることを宣言 

Ｐ１０ 
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ステッカーの購入（ＨＰからの申込み） 

①会員専用ページ 
    「ラベル・書籍」 

②各種表示ラベル 
 「お申し込みはこちらから」 
   ダウンロード 



32/38 

ステッカーの購入（ＨＰからの申込み） 

申込書全体ページ 
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ステッカーの購入（紙媒体での申込み） 

①会員専用ページ 
    「申込用紙ＤＬ」 

②「各種表示ラベル出荷依頼書」 
 Excelダウンロード 
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申込書 

ステッカーの購入（紙媒体での申込み） Ｐ１０ 

申込書全体 
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「点検制度適用車」JABIAステッカー 

新車保証１年間 
記載無し 

新車保証１年間
記載有り 

 
各社の都合に合わせ選択 

 

各社の都合に 
合わせ選択 

Ｐ１１ 
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「架装物年次点検済」JABIAステッカー 

ステッカーの色は３年サイクル 

２０１７年用 
（黄色） 

２０１８年用 
（水色） 

２０１９年用 
（黄緑色） 

次回点検実施
年月記入 

点検実施場所
（工場名）記入 

シリアル番号 

Ｐ１２ 

大きさは「点検制度適用車」 
JABIAステッカーと同じ 
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年度実績報告書の提出 

①会員専用ページ 
「安全点検制度ガイドライン」 

②「使用実績報告書式」から      
 ダウンロード 



38/38 

報告書 

年度実績報告書の提出 Ｐ１３ 


